
建設業における担い手確保に関する現状と取組

令和7年2月12日

建設業適正取引推進機構

山 西 邦 尚

建設業経営者等のための基礎講座



1

本日の概要

Ⅰ． 建設産業をとりまく現状
（１）建設産業の現状

Ⅱ．建設業の「担い手確保」に向けたこれまでの取組
（１）「担い手３法」について

（建設業法・入契法・品確法の一体的改正）
（２）働き方改革（長時間労働の是正・休日の確保）
（３）処遇改善（賃金・CCUS・社会保険）
（４）生産性の向上（技術者制度の見直し等）  

Ⅲ．持続可能な建設業を目指して
（１）第三次・担い手３法について



本日の概要

① 建設投資・許可業者数・就業者数の推移

② 建設企業の倒産、休廃業・解散の動向

③ 建設企業の経営上の課題

④ 建設就業者の高齢化の進行

⑤ 年齢階層別の建設技能者数

⑥ 新規学卒者の建設業への就職状況

⑦ 新規学卒者の３年以内離職率

⑧ 建設業の一日あたり賃金の推移

⑨ 年間出勤日数及び年間実労働時間の推移

➉ 建設分野における外国人材の受け入れ状況
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（兆円） （千業者、万人）

政府投資額

民間投資額

昭 和 平 成 令 和

就業者数のピーク
685万人（1997年平均）

許可業者数のピーク
601千業者（1999年度末）

建設投資のピーク
84.0兆円（1992年度）

許可業者数
479千業者
(ピーク時比▲20.2％)

就業者者数
483万人
(ピーク時比▲29.5％)

建設投資
70.3兆円
(ピーク時▲16.3％)

リーマンショック
（2008）

東日本大震災
（2011）

バブル崩壊
（1990頃）
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① 建設投資・許可業者数・就業者数の推移

東京オリパラ
（2020）

出典：国土交通省「建
設投資見通し（令和５
年８月）」、
「建設業許可業者数調
査の結果について（令
和５年３月末）」、
総務省「労働力調査」
をもとに
（公財）建設業適正取
引推進機構にて作成

最新値

３



② 建設企業の倒産、休廃業・解散の動向

○ 建設企業の倒産件数は、長らく減少傾向にあったが、2022年から増加に転じ、2023年は1,671件（前年比+38.8％）であった。
○ 休廃業・解散は、近年は減少傾向にあったが、2022年から増加に転じ、 2023年は7,628件（前年比+10.0％）であった。

出典：帝国データバンク「全国企業倒産集計」、「全国企業「休廃業・解散」動向調査」をもとに（公財）建設業適正取引推進機構にて作成
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出典：国土交通省資料「建設業構造実態調査」（2008年度は「建設業構造基本調査」）をもとに（公財）建設業適正取引推進機構にて作成
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建設業の経営上の課題

2008年度 2011年度 2014年度 2019年度

※有効回答数は183,312社（2008年度）、172,909社（2011年度）、171,545社（2014年度）、147,750社
（2019年度）

（％）

〇 利益率やコストダウン要請に関する課題は改善傾向がみられる一方、人手不足や後継者問題を課題と認識する企業の割合が高まっている。
〇 特に、小規模な建設企業ほど、後継者問題を課題と認識している割合が高い。
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④ 建設就業者の高齢化の進行

〇 建設業就業者は、55歳以上が36.6％、29歳以下が11.6％と高齢化が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。

出典：総務省「労働力調査」（暦年平均）をもとに（公財）建設業適正取引推進機構にて作成

※H23については、東日本大震災の影響によるデータの不足があるためH22のデータを代入。
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⑤ 年齢階層別の建設技能者数

〇 60歳以上の技能者は全体の約４分の１を占めており、10年後にはその大半が引退することが見込まれる。
〇 これからの建設業を支える29歳以下の割合は全体の約12％程度。若年入職者の確保・育成が喫緊の課題。

出典：総務省「労働力調査」（令和5年平均）をもとに（公財）建設業適正取引推進機構で算出
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○ 新規学卒者の建設業への就職者数は、平成15年から平成21年は大幅に減少し３万人を切った時期もあったが、最近は回復基調にあり
 4万人を維持している。

○ 令和5年3月新規学卒者は、前年に比べ、高卒就職者、短大・大学等卒就職者数ともに減少した。

出典：文部科学省「学校基本調査」

（万人）

⑥ 新規学卒者の建設業への就職状況

８



〇 新規学卒者で建設業に就職した者のうち、特に高校を卒業して建設業に就職した者の離職率が高い。

⑦ 新規学卒者の３年以内離職率
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出所：厚生労働省「毎月勤労統計調査」より国土交通省作成

建設業

総合工事業 職別工事業 設備工事業

製造業

（産業分類のイメージ）

主として注文又は自己建設によって建設工事を施工
する事業所が分類される
（ただし、主として自己建設で維持補修工事を施工する事業所及び建設工事の
企画、調査、測量、設計、監督等を行う事業所は含まれない）

（定義）

建設業

職別工事業 主として下請として工事現場において建築物又は土
木施設などの工事目的物の一部を構成するための建
設工事を行う事業所が分類される
（ただし、設備工事を行う事業所は設備業に分類される）

建設業（職別工事業）：年平均３．４％※の上昇 ※直近６年

（出典） 厚生労働省「毎月勤労統計調査」（D建設業-D07職別工事業、事業所規模５人以上）より国土交通省作成

過去１１年で２５．４％の伸び率

Ⅾ建設業（職別工事業）

Ⅾ建設業

Ｅ製造業

⑧ 建設業の一日あたり賃金の推移
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⑨ 年間出勤日数及び年間実労働時間の推移

○ 建設業について、年間の出勤日数は全産業と比べて12日多い。また、年間の総実労働時間は全産業と比べて68時間長い

出典：国土交通省資料（厚生労働省「毎月勤労統計調査（年度報）） 11



⑩ 建設分野における外国人材の受け入れ状況

○ 全産業に占める建設業の外国人労働者数の割合は7％程度であるが、建設分野で活躍する外国人の数は、平成25年（2013年）から9倍以上に増加

○ 在留資格別では外国人技能実習制度（※1）による技能実習生が最多(R5（2023）年：8.9万人)。

○ H31（2019）年から始まった特定技能制度（※2）による外国人も年々増加している。

（万人）

出典：厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況、出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」をもとに（公財）建設業適正取引推進機構作成
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※R4.12より特定技能2号外国人を含む

※２ 深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野
に限り、一定の専門性・技能を有し「即戦力となる外国人」を受け入れるため、平成31年4月から始まった制度。

※１ 我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として平
成5年に創設された制度。
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本日の概要
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Ⅰ． 建設産業をとりまく現状
（１）建設産業の現状

Ⅱ．建設業の「担い手確保」に向けたこれまでの取組
（１）「担い手３法」について

（建設業法・入契法・品確法の一体的改正）
（２）働き方改革（長時間労働の是正・休日の確保）
（３）処遇改善（賃金・CCUS・社会保険）
（４）生産性の向上（技術者制度の見直し等）  

Ⅲ．持続可能な建設業を目指して
（１）第三次・担い手３法について



「担い手3法」 から見る 「現状と課題」

第三次・
担い手３法

（令和６年改正）

新・担い手３法
（令和元年改正）

担い手３法
（平成26年改正）

建設企業の疲弊、
下請へのしわ寄せ

現場技能労働者等
の就労環境の悪化

技士補の新設、現場技術者の規制を合理化

業界の課題

入契法にダンピング対策を規定

処遇改善（低賃金
と長時間拘束）

許可に係る業種区分に解体工事業を新設

公共入札時に内訳明細書の提出義務化等

中建審による工期に関する基準の作成・勧告

建設業許可要件の見直し

円滑な事業承継ができる仕組みの構築

労務費確保のため請負契約ルールの改正
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法律

働
き
方
改
革

の
推
進

「
」
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相次ぐ災害を受け地域の「守り手」としての建設業への期待
働き方改革促進による建設業の長時間労働の是正
i-Constructionの推進等による生産性の向上

 予定価格の適正な設定、歩切りの根絶
 価格のダンピング対策の強化
 建設業の就業者数の減少に歯止め

新たな課題・引き続き取り組むべき課題 担い手３法施行(H26)後５年間の成果

平成26年に、公共工事品確法と建設業法･入契法を一体として改正※し、適正な利潤を確保できるよう予定価格を適正に設定することや、ダンピング対策を
徹底することなど、建設業の担い手の中長期的な育成・確保のための基本理念や具体的措置を規定。

新たな課題に対応し、
５年間の成果をさらに充実する
新・担い手３法改正を実施

建設業法・入契法の改正 ～建設工事や建設業に関する具体的なルール～ ＜政府提出法案＞

品確法の改正 ～公共工事の発注者･受注者の基本的な責務～ ＜議員立法※＞

cv

○発注者の責務
・適正な工期設定 （休日、準備期間等を考慮）
・施工時期の平準化 （債務負担行為や繰越明許費の活用等）
・適切な設計変更
 （工期が翌年度にわたる場合に繰越明許費の活用）

働き方改革の推進

○受注者（下請含む）の責務
・適正な請負代金･工期での下請契約締結

○発注者の責務
・緊急性に応じた随意契約･指名競
争入札等の適切な選択

・災害協定の締結、発注者間の連携
・労災補償に必要な費用の予定価格
への反映や、見積り徴収の活用

○発注者･受注者の責務
・情報通信技術の活用等による

生産性向上

生産性向上
への取組

災害時の緊急対応強化
持続可能な事業環境の確保

○調査･設計の品質確保
・「公共工事に関する測量、
地質調査その他の調査及
び設計」を、基本理念及
び発注者･受注者の責務の
各規定の対象に追加

○現場の処遇改善
・社会保険の加入を許可要件化
・下請代金のうち、労務費相当については現金払い

○工期の適正化
・中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成・勧告
・著しく短い工期による請負契約の締結を禁止
 （違反者には国土交通大臣等から勧告・公表）
・公共工事の発注者が、必要な工期の確保と施工時期の平準化
のための措置を講ずることを努力義務化＜入契法＞

○技術者に関する規制の合理化
・監理技術者：補佐する者(技士補)
を配置する場合、兼任を容認

・主任技術者(下請)：一定の要件を
満たす場合は配置不要

○災害時における建設業者団体
の責務の追加

・建設業者と地方公共団体等との
連携の努力義務化

○持続可能な事業環境の確保
・経営管理責任者に関する規制を

合理化
・建設業の許可に係る承継に関す

る規定を整備

※平成17年の制定時及び平成26年の改正時も議員立法

出典：国土交通省資料

（１）新・担い手３法（建設業法・入契法・品確法の一体的改正）
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本日の概要

① 工期の適正化等

② 適正な工期の設定

③ 適正な工期設定等による働き方改革の

推進に関する調査の結果

④ 罰則付き時間外労働規制に対する

国土交通省の取組
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（１）工期に関する基準 ・・・・ 中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成して、その実施を勧告する。

（２）著しく短い工期の禁止
注文者（※）は、著しく短い工期（＝施工するために通常必要と認められる期間と比べて著しく短い工期）による請負契約を締結してはならない。
（※）「注文者」とは、発注者のほか、「元請～一次下請」間の契約における元請や、「一次下請～二次下請」間の契約における一次下請など、建設工事の施工を他者に請け負わせた者をいう。

（３）著しく短い工期で請負契約を締結した発注者に対する勧告・公表等
発注者が著しく短い工期の禁止に違反した場合には、国土交通大臣又は都道府県知事は必要な勧告をすることができる（少額（※）の工事を除く）。
発注者が勧告に従わないときは、国土交通大臣又は都道府県知事はその旨を公表することができる。

（４）工事の工程ごとの作業や準備に必要な日数を含む見積り
建設業者は、請負契約を締結する際の見積りについて、工事の経費の内訳に
加えて、工事の工程ごとの作業やその準備に必要な日数を明らかにして行うように
努めなければならない。

（５）工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供
注文者は、工事の工期や請負代金額に影響を及ぼす事象（例：地盤の沈下、地下

  埋設物による土壌汚染、騒音、振動）が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約
を締結するまでに、建設業者に対して必要な情報を提供しなければならない。

（６）工事を施工しない日や時間帯についての契約書面化
請負契約の当事者は、契約書面において、工事内容や請負代金額、工事着手の
時期や工事完成の時期等に加えて、工事を施工しない日や時間帯を定めるときに
はその内容を記載しなければならない。 → 見積条件の内容提示の対象にも追加

《発注者》
・工期等に影響
を及ぼす事象
の情報提供

・著しく短い工期
の禁止

《受注者》
・工程ごとの作
業や準備に
必要な日数
を明らかにし
た見積り

工期を含む
見積書

工期等に影響を
及ぼす情報

施工しない日等を
記載した契約書

中央建設業審議会

工期に関する基準

実施の勧告

国土交通
大臣等

違反した場合
の勧告

勧告に従わな
い場合の公表

工期に関する新たな
ルール（イメージ）

（※）500万円（建築一式は1,500万円）未満

適正な工期の設定や見積りにあたり発注者と受注者が考慮すべき事項の集合体
（例）自然要因、休日、イベント、労働・安全衛生

【判断要素（例）】
〇「工期に関する基準」を踏まえているか
〇過去の同種類似工事の工期と比べてどうか
〇下請が見積書で示した工期と比べてどうか

下請負人が違法な長時間労働などの不適正
な状態になっていないか

① 工期の適正化等（建設業法、同法施行令、同法施行規則の改正）
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○ 令和元年の公共工事品確法・建設業法・入札契約適正化法一体改正を踏まえ、中央建設業審議会において、

工期に関する基準」を作成・勧告（令和２年７月）。

○ 直轄工事に加え、地方公共団体発注工事においても、「工期に関する基準」を踏まえ、週休２日の確保等を考慮するとともに、

 その場合に必要となる労務費等を請負代金に適切に反映すること等について要請等を実施。

○ 民間工事についても、「工期に関する基準」作成時に、適正な工期が設定されるよう、関係省庁等を通じて働きかけを実施。

工期に関する基準

〇 適正な工期の設定や見積りにあたり発注者及び受注者（下請負人を含む）が考慮すべき事項の集合体であり、

 建設工事において適正な工期を確保するための基準。

第２章 工期全般にわたって考慮すべき事項
・週休２日の確保

  （前略）建設業に携わる全ての人にとって建設業をより魅力的なものとしていくためには、他産業と同じように、
建設業の担い手一人ひとりが週休２日（４週８休）を確保できるようにしていくことが重要である。

公共工事に関する取組 民間工事に関する取組

○ 民間工事における工期設定の状況や週休２日の確

保の状況等について実態調査を実施。また、好事例

集の公表等を通じて、周知・啓発を実施。

○ 直轄工事では週休２日工事、週休２日交代制モデル工事を順次拡大。

 国交省直轄工事では令和5年度には原則として全ての工事で発注者指定方

式により週休２日を確保することを目指して取組を順次拡大。

○ 地方公共団体に対し、週休２日の確保を考慮した適正な工期の設定

に努めることや、必要となる労務費や現場管理費等を請負代金に適切に

反映すること等について要請。

○ 週休２日工事を実施している地方公共団体数は着実に増加し、

全ての都道府県・政令市（計67団体）で実施。

○ 厚生労働省主催の会議や経団連での講演、民間

発注者に対するモニタリング調査等、様々な機会を通

じて、適正な工期設定や週休２日の確保について働

きかけを実施。

② 適正な工期の設定

出典：
国土交通省資料
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出典：国土交通省資料をもとに（公財）建設業適正取引推進機構にて作成

国土交通省では、建設業の働き方改革を推進するにあたって、特に民間工事における取組を強化していくこととしており、

令和３年度から、工期設定等の実態について調査を行う「適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査」を実施

主な調査結果

➢建設企業が、妥当だと思う現場閉所率は「４週８閉所」が最多であるが、
 実際の現場閉所率は「４週６閉所」が最も多い

➢工期設定の際、注文者との「協議を通し、要望が受け入れられた」とする回答は、
 前年度より増加

➢工期不足への対応策としては、「休日出勤」、「作業員の増員」、「早出・残業」が多いが、
 作業効率化による対応は年々増加傾向にある

➢技能者に比べ、技術者の方が残業時間が長い傾向にある

③ 適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査の結果 

19
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令和６年４月以降、建設業においても罰則付きの時間外労働規制が適用されることを踏まえ、国交省直轄工事における
週休２日モデル工事の拡大に加え、地方公共団体、民間発注者、建設業者等への働きかけ等を実施

①週休２日モデル工事の取組件数を順次拡大

②月単位での週休２日確保へ向けた取組の推進

   ・仕様書等を週休２日を前提とした内容に修正
   ・工期設定の指針等を見直し
   ・工期の一部の交代制への途中変更を検討
   ・新たな経費補正措置の立案を検討
   ・公共発注者と連携した一斉閉所の取組拡大

幅広い周知の実施

・労基法に対する懸念点等
についてチラシの作成、
周知【厚労省と連携】

・週休２日に向けた取組の
好事例集の作成、周知

幅広い周知の実施

・適正な工期設定について
経済団体本部(経団連等)
での講演等による周知

・地域経済団体(商工会議
所等)へ働きかけ

＜モニタリング調査による周知・注意喚起＞厚労省と連携】

・調査対象：発注者・元請業者

直轄工事

地方公共団体

週休２日の確保を考慮した適正な工期設定や
必要となる費用の予定価格への反映を要請

  ・各都道府県・市区町村との会議の場において

  各地方公共団体に対して直接働きかけ

  ・市町村議会に対する働きかけ

週休２日の質の向上へ向けた取組推進 民間発注者 建設業団体

直接的な働きかけ

周知・注意喚起 周知・注意喚起

＜会議体や説明会を通じた周知＞【厚労省と連携】
・都道府県労働局主催の協議会※で働きかけ
・労働基準監督署での説明会で働きかけ
 ※都道府県労働局、建設業団体、発注者団体、地域経済団体、地方整備局、都道府県等で構成される会議体

一般国民 周知活動による働きかけ

【厚労省と連携】
PR動画のWebCMでの放送のほか、
特設サイトや広報ポスターによる周知
【動画掲載先】
■はたらきかたススメ特設サイト

URL：https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/

■厚生労働省YouTube

URL（30秒） ：https://www.youtube.com/watch?v=lVzm-abWkZY
URL（３分20秒）：https://www.youtube.com/watch?v=H_7_PLvJuNU

働き方改革推進に係る広報ポスター⇨

④ 罰則付き時間外労働規制に対する国土交通省の取組

出典：
国土交通省資料
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本日の概要

① 令和６年３月から適用する公共工事設計労務単価

② 建設キャリアアップシステム（CCUS）の概要

③ 建設キャリアアップシステムの利用状況

④ 建設キャリアアップシステムレベル別年収の概要

⑤ 建設キャリアアップシステム利用拡大に向けた３か年計画（概要）

⑥ 建設キャリアアップシステム利用拡大に向けた３か年計画（ロードマップ）

⑦ 社会保険加入対策

⑧ 社会保険の加入状況調査
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○ 全国全職種単純平均で前年度比５.９％引き上げられ、単価の平均値は１２年連続の上昇

① 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価

出典：
国土交通省資料
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○ 「建設キャリアアップシステム」は、技能者の資格や現場での就業履歴等を登録・蓄積し、技能・経験の客観的な
評価を通じた技能者の適切な処遇や現場管理につなげる仕組み

○ これにより、①若い世代がキャリアパスの見通しをもてる、②技能・経験に応じて処遇を改善する、
 ③技能者を雇用し育成する企業が伸びていける建設業を目指す

○ システムは、日建連、全建、建専連、全建総連など、業界団体と国が連携して官民一体で普及を推進

技能者にカードを交付

現場の登録と技能者のカードタッチ

【技能者情報】
・本人情報
・保有資格
・社会保険加入等

技能者情報等の事前登録

【事業者情報】
・商号
・所在地
・建設業許可情報 等

※システム運営：（一財）建設業振興基金＜建設キャリアアップシステムの概要＞

技能者が現場入場の際にカードタッチで履歴を蓄積

ピッ！

◎ 現場を支える技能者が、技能・経験に応じて適切に処遇され、働き続けられる環境づくり （働き方改革）
◎ データ連携等を通じた効率的な現場管理 （生産性向上）

→ 建設業が「地域の守り手」として将来にわたり持続的な役割を担っていくために必要

技能レベルのステップアップ

【現場情報】
・現場名、工事の内容
・下請の施工体制
・下請の技能者の配置状況 等

現場管理での活用

元請が工事を登録し、現場にカードリーダーを設置

社会保険加入の確認や施工体制台帳とのデータ連携 など

出典：
国土交通省資料

② 建設キャリアアップシステムの概要
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③ 建設キャリアアップシステムの利用状況（2024年3月末）

出典： （一財）建設業振興基金資料をもとに（公財）建設業適正取引推進機構にて作成
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＜試算条件＞ • CCUSレベル別年収は、令和4年度公共事業労務費調査の結果をもとに、CCUSの能力評価分野・レベル別に分析して作成
• 労務費調査においてレベル評価されていない標本点も経験年数と資格を基にレベルを推定 （レベル1相当：5年未満、レベル2相当：5年以上10年未満、レベル3相当：10年以上又は一級技能士、レベル4相当：登録基幹技能者）

• 労務費調査の各レベルの標本において、「上位」の値は上位15%程度、「中位」の値は中位程度、「下位」の値は上位85%程度の全国の年収相当として作成 （必ずしも「上位」が都市部、「下位」が地方の年収相当を表すものではない）
• 「分野別でのレベル別年収の試算例」では、最新の国勢調査における技能者数が多い10分野を記載

能力評価分野
レベル4

（中位～上位）
能力評価分野

レベル4
（中位～上位）

電気工事 6,250,000円 ～ 7,690,000円 型 枠 7,080,000円 ～ 8,630,000円

建設塗装 7,030,000円 ～ 8,580,000円 配 管 6,120,000円 ～ 7,540,000円 

左 官 6,760,000円 ～ 8,250,000円 と び 6,970,000円 ～ 8,510,000円 

機械土工 7,120,000円 ～ 8,900,000円 建築大工 6,940,000円 ～ 8,470,000円

鉄 筋 6,960,000円 ～ 8,490,000円 土 工 6,790,000円 ～ 8,490,000円

全 国（  全  分 野  ）（年収）

◎ 建設キャリアアップシステム（CCUS）の能力評価に応じた賃金の実態を踏まえ、公共工事設計労務単価が
賃金として行き渡った場合に考えられるレベル別年収を試算し、公表。

◎ レベル別年収の試算の公表を通じて、技能者の経験に応じた処遇と、若い世代がキャリアパスの見通しを
持てる産業を目指す。
※ 別途、中央建設業審議会・社会資本整備審議会 基本問題小委員会において、適切な労務費の確保等に関する制度改正についても検討

分野別でのレベル別年収の試算例

レベル1
（下位～中位）

レベル2
（中位）

レベル3
（中位）

レベル4
（中位～上位）

3,740,000 ～ 5,010,000
円

5,690,000円 6,280,000円
7,070,000 ～ 8,770,000

円

本資料に示す金額に法的拘束力はなく、支払いを義務付けるものではない。

「上位」は上位15%程度の賃金水準であり、最上値ではない

出典：
国土交通省資料

④ CCUS レベル別年収の概要
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出典：
国土交通省資料

⑤ CCUS利用拡大に向けた３か年計画案（概要）
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出典：
国土交通省資料

⑥ CCUS利用拡大に向けた３か年計画案（ロードマップ）
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出典：
国土交通省資料

⑦ 社会保険加入対策
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出典：
国土交通省資料

⑧ 社会保険加入状況調査
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本日の概要

① 近年の技術者制度の主な改正

② 技術検定制度の見直し 【R3年4月施行】

③ 実務経験による技術者要件の見直し 【R5年7月施行】

④ 技術検定の受験資格の見直し 【R6年4月施行】

⑤ 建設業法施行令の改正による金額要件の見直し 【R7年2月施行】

⑥ 現場技術者の専任を要する請負代金額の見直し 【R7年2月施行】

⑦ 企業集団制度の合理化 【R6年4月施行】
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① 近年の技術者制度の主な改正

・ 監理技術者制度運用マニュアルの改訂 （令和4年12月改正）（令和5年1月施行）
・ 〃 （令和6年 3月改正）（令和6年4月施行）
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❷

❸

❹

❺

❼

❻

施行 主な関係条文等 改正概要

②
R3.4～ 法27条

学科試験、実地試験だったものを第一次検定と第二次検定にし、

第一次検定合格者に「技士補」の称号を付与

③
R5.7～ 施行規則7条の3

一部の業種を除き、技術検定合格者を指定学科卒業者と同等とみなし、第一次検定合格後に

一定期間の実務経験を有する者が当該専任技術者配置できることとした

④
R6.4～

施工技術検定規則

4条、5条
第一次検定の受験資格の要件を年齢のみとし、第二次検定の受験資格も簡略化、多様化

R2.10～ 法26条の3 一定未満の工事金額等の要件を満たす場合は、下請の主任技術者の配置を不要に

R7.2～ 施行令30条2項 下請代金額の上限を4,000万円 から 4,500万円に

R3.1～ 施行規則17条の19 有効期限の起算点を、受講日の翌年度の1月1日に後ろ倒し

⑤ R7.2～ 施行令2条 下請代金額の下限を4,500万円(建築一式は7,000万) から 5,000万円(建築一式は8,000万)に

⑥ R7.2～ 施行令27条1項 請負代金額の下限を4,000万円(建築一式は8,000万) から 4,500万円(建築一式は9,000万)に

特例監理技術者 R2.10～ 法26条3項 監理技術者補佐（技士補）を専任で置く場合、元請の監理技術者は、２つの現場の兼任が可能に

現場技術者の専任義務の合理化 R6.12～ 法26条3項 生産性向上のためICTを活用し、現場技術者の専任義務を合理化

営業所技術者の専任義務の合理化 R6.12～ 法26条の5 生産性向上のためICTを活用し、営業所技術者の専任義務を合理化

⑦ R6.4～ 通達(R6.3.26国不建技第291号) 現場技術者として配置する企業集団内における出向社員の取り扱いの更なる合理化

技術者の効率的活用の促進（技術者の配置をしやすくする制度改正）

事項

優秀な技術者の確保（技術者を増やす、なりやすくする制度改正）

技術検定制度の見直し

（技士補の新設）

実務経験による技術者資格要件の

見直し

技術検定の受験資格の見直し

（実務経験年数の短縮）

企業集団制度の合理化

主任技術者の配置義務の合理化

（専門工事一括管理施工制度）

監理技術者講習の有効期間の見直し

監理技術者設置金額の変更

現場専任が必要な金額の変更

現場技術者の専任義務の合理化



● 施工技術の向上を図るため、建設業者の施工  
する建設工事に従事し又はしようとする者に関
し、国土交通大臣が実施する国家資格試験。

（建設業法第２７条）
● 技術検定は、７種目（右表）あり、それぞれ
「１級」と「２級」の区分に分かれている。

② 技術検定制度の見直し （令和３年４月施行）

種 目 区分及び種別 指定試験機関

建設機械施工管理（S35～） １級、２級（第1種～第6種） (一社)日本建設機械施工協会

土木施工管理（S44～）
１級、２級
（土木、鋼構造物塗装、薬液注入）

(一財)全国建設研修センター

建築施工管理（S58～） １級、２級（建築、躯体、仕上げ） (一財)建設業振興基金

電気工事施工管理（S63～） １級、２級 (一財)建設業振興基金

管工事施工管理（S47～） １級、２級 (一財)全国建設研修センター

電気通信工事施工管理（H31～）１級、２級 (一財)全国建設研修センター

造園施工管理（S50～） １級、２級 (一財)全国建設研修センター

● 令和３年度以降の技術検定試験においては、「学科試験」を「第一次検定」に、「実地試験」を「第二次検定」に改め、
第一次検定の合格者には「技士補」の称号を新たに付与。
第二次検定に合格した者は、これまでと同様に「技士」の称号を付与。

● このうち、１級技士補については、特例監理技術者制度において、一定の条件の下で監理技術者の職務を補佐する者として、
早期に責任ある立場で活躍することが可能に。

試 験 称 号

学科試験
技 士

実地試験

試 験 称 号

第一次検定（施工技術の基礎知識及び能力の判定） 技士補

第二次検定（技術上の管理及び指導監督の知識及び能力の判定） 技 士

改
正
後

改
正
前

技術検定制度 概要

見直し 概要

１級になるには･･･ 第一次検定 第二次検定１級技士補 １級技士合格 合格

２級になるには･･･ 第一次検定 第二次検定２級技士補 ２級技士合格 合格

（例：１級土木施工管理技士）

（例：２級建築施工管理技士）

（例：１級土木施工管理技士補）

（例：２級建築施工管理技士補）

32



学 歴 等 実務経験

学 歴
大学、短大等(指定学科) 卒業後 3年

高等学校(指定学科) 卒業後 5年

技士補
 技士

１級１次検定合格（対応種目） 合格後 3年*

２級１次検定合格（対応種目） 合格後 5年*

上記以外 10年

* 指定建設業と電気通信工事業を除く

技術検定種目 同等とみなす指定学科

土木施工管理、造園施工管理 土木工学

建築施工管理 建築学

電気工事施工管理 電気工学

管工事施工管理 機械工学

学 歴 実務経験

大学、短大等(指定学科) 卒業後 3年

高等学校(指定学科) 卒業後 5年

上記以外 10年

○ 技術検定種目と対応する指定学科

③ 実務経験による技術者資格要件の見直し

改正後改正前

● これまで、一般建設業の営業所の専任技術者又は現場に配置される主任技術者になるための要件は、
大学や高等学校の指定学科卒業者のみ実務経験が短縮されていたが、令和5年7月以降、
技術検定合格者も指定学科卒業者と同等とみなし、第一次検定合格後に一定期間の実務経験を有する者も
当該専任技術者として認められることとした。
【 指定建設業7業種（土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園）と電気通信工事業は除く 】

● また、特定建設業許可の営業所専任技術者要件、建設工事において配置する主任技術者・監理技術者も
 同様の扱いとなります。

（令和５年７月施行）

機械器具設置工事業
一般建設業許可の専任技術者
または主任技術者の場合

改
正
前

改
正
後

指定学科の卒業者以外であっても、建築・電気工事・
管工事施工管理技術検定(第一次検定)の合格により、
合格後３年(１級)又は５年(２級)に短縮可能

建築学、機械工学、電気工学に
関する学科(指定学科)の卒業者
以外は１０年の実務経験が必要

例
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学 歴 第１次検定 第２次検定

大 学 ( 指 定 学 科 )

17歳以上
（当該年度末時

点）

卒業後 1年実務

短大、高専 (指定学科 ) 卒業後 2年実務

高等学校 (指定学科 ) 卒業後 3年実務

大 学 卒業後 1.5年実務

短期大学、高等専門学校 卒業後 3年実務

高 等 学 校 卒業後 4.5年実務

上 記 以 外 卒業後 8年実務

第１次検定 第２次検定

17歳以上
（当該年度末
時点）

※従前どおり
（変更なし）

〇2級第1次検定合格後、
 実務経験３年以上
（建設機械種目については
2年以上）
〇1級第1次検定合格後、
 実務経験１年以上

学 歴 第１次検定 第２次検定

大 学 ( 指 定 学 科 ) 卒業後 3年実務

短大、高専 (指定学科 ) 卒業後 5年実務

高等学校 (指定学科 ) 卒業後 10年実務

大 学 卒業後 4.5年実務

短期大学、高等専門学校 卒業後 7.5年実務

高 等 学 校 卒業後 11.5年実務

2 級 合 格 者 条件なし
2級合格後 5年実

務

上 記 以 外 15年実務

（いずれも指導監督的実務経験1年を含む必要あり）

第１次検定 第２次検定

19歳以上
（当該年度末
時点）

〇 1級第１次検定合格後、
・実務経験5年以上
・特定実務経験1年以上を含む
実務経験３年
・監理技術者補佐としての
実務経験1年以上

〇 2級第2次検定合格後、
・実務経験5年以上
（1級第1次検定合格者に限る）
・特定実務経験1年以上を含む
実務経験３年
（1級第1次検定合格者に限る）

④ 技術検定の受験資格の見直し

改正後改正前

改正後改正前

１
級
の
受
験
資
格

２
級
の
受
験
資
格

新受検資格での受検イメージ

新受検資格での受検イメージ
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特定建設業の許可
第2条

建設業法

第26条第2項

第24条の8第1項

建設業法施行令

第7条の4

～R7.1～R4.12H6～H28.6

3,000万円

4,000万円

4,500万円

6,000万円

4,500万円

7,000万円

第3条第1項 第2号

監理技術者の配置が求められる工事

施工体制台帳、施工体系図を作成
しなければならない工事

現在

建築一式

建築一式以外

特定建設業許可/監理技術者の配置/施工体制台帳等の作成

を要する下請代金額の下限

R7.2～

5,000万円

8,000万円

（令和７年２月１日施行）⑤ 建設業法施行令の改正による金額要件の見直し
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～R4.12H6～H28.6

2,500万円

3,500万円

5,000万円

7,000万円

8,000万円

現在

建築一式

建築一式以外

第27条

建設業法

第26条第3項 工事現場における技術者の専任

建設業法施行令

専任の現場技術者を要する請負代金額の下限

9,000万円

4,500万円

R7.2～

4,000万円

～R7.1

⑥ 現場技術者の専任を要する請負代金額の見直し
（令和７年２月１日施行）
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⑦ 企業集団制度の合理化 （令和６年４月施行）

「企業集団内の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」

３ヶ月後等配置可能型 即時配置可能型

（令和6年3月26日 国不建技第291号）

※ 出向者である技術者が配置される工事に、親会社、連結子会社、非連結子会社が下請負人として関わることはできない

企
業
集
団
の
要
件
等

共通
一の親会社とその連結子会社からなる企業集団（親会社が会社法第2条の会計監査人設置会社であり、
会社法444条の連結計算書類を作成している企業集団が対象）であること

建設業
許可

親会社、連結子会社ともに
許可の有無は問わない

親会社、連結子会社ともに許可が必要で、
その連結子会社がすべて企業集団に含まれる

経審
親会社、連結子会社ともに
経審の有無は問わない

親会社又はその全ての連結子会社の、いずれか一方が
経審を受けていない者であることが必要

その他 国交省の事前確認不要
国交省の事前確認が必要 ／ 親会社又はその連結子会社が、
既に即時配置可能型の対象となっていないこと
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本日の概要

① 第三次･担い手 ３法について

② 建設業法及び入契法の一部改正概要（R6年6月14日公布）

③ 改正法の施行に向けたロードマップ

④ 建設業法の改正 【現場技術者の専任義務の合理化】（R6年12月13日施行）

⑤ 建設業法の改正 【営業所技術者の専任義務の合理化】（R6年12月13日施行）

⑥ 品確法等の一部改正概要（令和６年６月14日公布）
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① 第三次・担い手３法について

出典：
国土交通省資料 39



出典：
国土交通省資料

 ② 建設業法及び公共工事入札契約適正化法の一部改正概要 
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【令和６年６月14日公布】



出典：
国土交通省資料

 ③ 改正法の施行に向けたロードマップ

※12月13日施行
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・請負金額は１億円未満
 （建築一式工事の場合:２億円未満）

・兼任現場数は２現場以下

・兼任する工事現場間の距離は、１日で巡回可
かつ移動時間が概ね片道２時間以内

・下請次数は３次下請まで

・連絡員の設置

・施工体制を確認できる情報通信技術の措置

・人員の配置を示す計画書の作成、保存等

・現場状況を確認するための情報通信機器の設置

兼任の要件

（現場A） （現場B）兼任

専任不要

原則専任

改正前 改正後

専任不要

情報通信機器
の活用等によ
る兼任制度の

新設

原則専任

請負金額

1億円

4,000万円

（8,000万円）

（2億円）

( )は建築一式工事

④ 建設業法の改正 【現場技術者の専任義務の合理化】
（令和6年12月13日施行）

4,500万円*

（9,000万円*）

*：金額の見直しについては、
 令和7年2月1日施行
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現場X 現場Y

（非専任現場）（専任現場）

兼任可

兼任不可･営業所と近接

･常時連絡体制

営業所A 営業所B

改正前 改正後

現場X 現場Y

（非専任現場）（専任現場）

兼任可

営業所A 営業所B

･営業所と近接

･常時連絡体制

兼務の要件

･当該営業所において締結された 
 工事であること

･請負金額は１億円（建築一式
 工事の場合:２億円）未満

･兼任現場数は１現場

･営業所と工事現場の距離は、
 １日で巡回可能かつ移動時間が
 概ね片道２時間以内

･下請次数は３次下請まで

･連絡員の設置

･施工体制を確認できる
 情報通信技術の措置

･人員の配置を示す計画書の
 作成/ 保存等

･現場状況を確認するための
 情報通信機器の設置

⑤ 建設業法の改正 【営業所技術者の専任義務の合理化】

（令和6年12月13日施行）
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出典：
国土交通省資料

⑥ 公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部改正（概要）
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【令和６年６月19日公布】



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

ありがとうございました
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